
1

『これ一冊だけで合格レベル到達本』

出版記念特別セミナー

民・行で絶対落としてはいけない
Ａランク問題とは？

リーダーズ総合研究所

山田斉明

はじめに

 

 択一式 記述式 多肢選択式 合 計 

行政法 /76 /20 /16 /112 

民 法 /36 /40 / /76 
一

般
知

識 

政経社 /28  / /28 

情報 /16  / /16 

文章理解 /12  / /12 

憲 法 /20  /8 /28 

商 法 /20  / /20 

基礎法学 /8  / /8 

合 計 /216 /60 /24 /300 
 

はじめに①

 

 2014年 2015年 2016年 難易度 

法
令

科

目 

基礎法学 54.8％ 40.3％ 54.1％ 易 

憲 法 45.3％ 68.4％ 47.1％ 難 

行政法 57.6％ 71.5％ 65.5％ 難 

民 法 43.6％ 52.5％ 55.2％ 易 

商 法 38.5％ 34％ 40.5％ 易 

一

般

知
識 

政経社 50.2％ 48.7％ 48.5％ 同 

情 報 62.8％ 67.5％ 56.6％ 難 

文章理解 50.8％ 66.5％ 75.9％ 易 

はじめに②

 

 行政法 民 法 

Ａランク 19問中13問 ９問中４問 

Ｂランク 19問中５問 ９問中２問 

Ｃランク 19問中１問 ９問中３問 

出題形式 
個数０ 

組合せ４ 

個数０ 

組合せ３ 

判例問題 １９問中９問 ９問中６問 

はじめに③

 

 条文（理論） 判例 

Ａランク 

 

 

 

 

Ｂランク 

 
 

 

Ｃランク   

８ 

４７ 

５４ 

４９ 

５１ ５５

５ 
５３ 

１３ １２ 

１１ １７ １５ 

１９ ９ １８ 

２５ １０ ２４ 

１６ 

２２ ２３ ２０ ２１ ２６ 

１４ 

はじめに④
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 21 22 23 24 25 26 27 28 

公法と私法  ○  ○ ○    

行政組織法 ○ ○  ○ ○  ○  

公務員法 ○ ○ ○  ○ ○ ◎  

行政立法  ○ ○   ○ ○  

行政行為   ○ ○  ○  ◎ 

行政契約    ○     

行政指導  ○      ○ 

行政計画 ○        

行政調査      ○   

行政裁量 ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

行政上の義務履行確保 ○ ○ ○    ○  

行政罰 ○    ○    
 

はじめに⑤

 21 22 23 24 25 26 27 28 

処分性    ○    ○ 

原告適格  ○  ○  ○   

訴えの利益      ○   

取消訴訟の判決  ○     ○  

執行停止 ○  ○    ○  

教 示         

無効等確認訴訟    ○    ○ 

不作為の違法確認訴訟      ○  ○ 

義務付け訴訟   ○  ○    

差止訴訟         

当事者訴訟 ○  ○  ○    

はじめに⑥

 21 22 23 24 25 26 27 28 

地方公共団体総論 ○   ○     

地方公共団体の種類 ○ ○   ○  ○  

直接請求     ○ ○   

条例制定権     ○ ○ ○ ○ 

議 会         

執行機関   ○   ○   

長と議会の関係    ○     

監査制度 ○        

住民監査請求・住民訴訟 ○ ○ ○  ○ ○ ○  

公の施設  ○ ○      

国の関与    ○    ○ 

はじめに⑦

 条 文 判 例 

Ａランク 
  

Ｂランク 

  

Ｃランク 
  

 

２７ 

３０ 

３５ 

２８ 

２９ 

３２ 

３３ 

３１ 

３４ 

はじめに⑧

 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

権利能力   ○  ○  ○   
制限行為能力     ○     
意思表示 ○  ○  ○ ○ ○ ○  
代 理 ○ ○   ○    ○ 
時 効  ○ ○ ○     ○ 

不動産物権変動 ○     ○    
動産物権変動    ○      
相隣関係     ○   ○  
共 有   ○    ○  ○ 
留置権        ○  
先取特権         ○ 
質 権          
抵当権 ○ ○ ○ ○   ○  ○ 

はじめに⑨

 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

債務不履行 ○       ○ ○ 

債権者代位権         ○ 

詐害行為取消権       ○  ○ 

連帯債務 ○ ○  ○      

保 証  ○ ○ ○   ○   

債権譲渡          

弁済・相殺 ○      ○ ○  

契約の解除     ○ ○    

贈与（無償契約）        ○  

賃貸借契約 ○ ○   ○ ○    

委任契約   ○ ○ ○     

請負契約    ○      

不法行為  ○   ○  ○  ○ 

はじめに⑩
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行政法
行政立法

法規命令

行政規則

委任命令

執行命令

訓 令

通 達

行政立法①

規則（委員会・庁）

省令（各省大臣）

内閣府令（内閣総理大臣）

政令（内閣）

行政立法②

 

Ｃ Ｄ 

（売主） 

土地 

（買主） 

法 律 

公法 

委任命令 

命 令 

行政立法③

事件名 判 旨 

旧銃砲刀剣類登録規則 
事件（最判平2.2.1） 

法の委任の趣旨を逸脱しない 

旧監獄法施行規則事件 
（最判平3.7.9） 

法の委任の範囲を逸脱し無効 

児童扶養手当法施行令 
事件（最判平14.1.31） 

法の委任の範囲を逸脱し無効 

東洋町解職請求署名事
件（最大判平21.11.18） 

地自法85条１項に基づく政令の定め

として許される範囲を超え無効 

医薬品ネット販売事件 
（最判平25.1.11） 

法の委任の範囲を逸脱し無効 

行政立法④

 

Ｃ Ｄ 

（売主） 

土地 

下級行政機関 

上級行政機関 

（内部法） （外部法） 

行政立法⑤
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Ｃ 

Ｄ 

（売主） 

土地 

自由権 社会権 

法律の留保 行政立法 

行政手続法 行政事件訴訟法 

国家賠償法 

一般原則 

処分性 意見公募手続 

行政立法⑥

命令等

法規命令

行政規則

審査基準

行政指導指針

処分基準

法律に基づく命令・
規則

行政立法⑦

 

≪要件裁量と効果裁量≫ 

○○の場合には、Ａ又はＢの処分ができる。 

要件裁量 選択裁量 決定裁量 

効果裁量 

行政裁量①

 

Ｄ 

土地 

契約時 

プロセス 

 

行為 結果 

判断過程審査 

実体的審査 

行政裁量②

 

Ｃ 

Ｄ 

（売主） 

土地 

自由権 社会権 

法律の留保 行政指導 

行政手続法 行政事件訴訟法 

国家賠償法 

一般原則 

処分性 行政指導 

行政指導①

 

Ｃ 

Ｄ 

（売主） 

土地 

行政庁 

国家権力 

中止等の求め 
法律に基づく 
行政指導 

行政指導②
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Ｃ 

Ｄ 

（売主） 

土地 

行政庁 

国家権力 

是正のための 
処分等の求め 

法律違反の 
事実 

行政指導③

 

Ｃ 

Ｄ 

処分庁 

国家権力 

行政行為 

Ａ 

Ｂ 

審査庁 
Ａ 

審査請求 

異議申立て 

取消訴訟 

①審査請求 

審査請求人 

審理員 

行政不服審査会

い会査会 

参加人 

②指名 

③審理 

④意見書 

⑤諮問
する 

⑥答申 
⑦裁決 

審査請求①

執行停止

上級庁又は
処分庁

上級庁又は
処分庁以外

任意的

義務的

審査請求②

 
審査庁が処分庁の 

上級行政庁又は処分庁 

審査庁が処分庁の 

上級行政庁又は処分庁以外 

要 件 
審査請求人の申立て 

又は職権 
審査請求人の申立て 

効 果 

処分の効力、処分の執

行又は手続の続行の

全部又は一部の停止

その他の措置をするこ

とができる。 

処分の効力、処分の執

行又は手続の続行の全

部又は一部の停止以外

の措置をすることはでき

ない。 
 

審査請求③

行政事件訴訟法

主観訴訟

客観訴訟

抗告訴訟

当事者訴訟

民衆訴訟

機関訴訟

行政事件訴訟法の類型①

公権力の行使

あたる

あたらない

公法上の
法律関係

私法上の
法律関係

行政事件訴訟法の類型②
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国賠法２条

道 路 河 川

未改修 改修済

国家賠償法２条他

民 法

法定地上権① 法定地上権②

法定地上権③ 法定地上権④
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（保証人） Ｂ所有 

Ｃ所有 

（債権者） 

（債務者） 

 保
証 

（保証人） 

（債権者） 

（債務者） 

 保
証 

Ａ Ａ 

Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ 

保証債務①

 保 証 連帯保証 

付従性 ○ ○ 

随伴性 ○ ○ 

補充性 ○ × 

分別の利益 ○ × 

保証人について 
生じた事由の効力 

請求・混同については、
主たる債務者に影響が
及ばない（相対効）。 

請求・混同についても、
主たる債務者に影響が
及ぶ（絶対効）。 

保証債務②

保証債務③

譲渡転貸

承諾譲渡転貸 無断譲渡転貸

原 則 例 外

賃借権の譲渡と転貸借①

賃借権の譲渡と転貸借②

 

Ｄ 

（賃貸人） （賃借人） 

所 

（賃貸人） （賃借人） 

（転借人） 

転 貸 

所 

≪承諾譲渡≫ ≪承諾転貸≫ 

（新賃借人） 

譲 渡 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

Ｃ Ｃ 

賃借権の譲渡と転貸借③
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Ｄ 

（賃貸人） （賃借人） 

所 

（賃貸人） （賃借人） 

（転借人） 

転 貸 

所 

≪無断譲渡≫ ≪無断転貸≫ 

（新賃借人） 

譲 渡 

Ａ Ｂ 

Ｃ 

Ａ Ｂ 

Ｃ 

賃借権の譲渡と転貸借④

 

Ｄ 

（賃貸人） （賃借人） 

所 

（賃貸人） （賃借人） 

（転借人） 

転 貸 

所 

≪債務不履行解除≫ ≪合意解除≫ 

（転借人） 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ 

Ｃ Ｃ 

転 貸 

賃借権の譲渡と転貸借⑤

おわりに

理解

集約

記憶

出題パターン

①何を
②どのように

キキタイコト

おわりに①

問題○     に関する次の記述のうち、

正しいものはどれか。 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

おわりに② おわりに③

総整理＆出題予想
マイナー科目網羅

早まくり出題予想
法令科目
一般知識

直前記述式対策
民法
行政法

総整理 記述式

出題予想

答練

模試


